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はじめに

畜産物とくに食肉の流通の過程は，さまざま

な経済的機能が実現されている。その機能には

すべての商品が持つ流通機能と畜産物特有の機

能があり，その多様な機能があることにより，

食肉に関する複雑な流通経路や流通・市場構造

が形成されている。

その重要な機能として交換による価格の形成

によって，商品価値を実現することがあげられ

る。この価値の実現は売り手にとっては，W-G

の交換活動として，買い手にとっては，G-Wの

交換活動として，また商人資本の運動としては，

G-W-G′として範式的に示される。また，労

働者にとっての価値実現プロセスは，

W(A)-G-W(Km)
(1)
である。すなわち生産，

卸，小売などの生産過程および流通過程におい

ては，労働力と生産手段の生産的消費によって

価値を形成および移転し，剰余価値を実現して

新たな生産と流通を継続し，労働者は生活資料

の消費によりさらなる生産を行うための労働力

の再形成を行っていることを示している。この

生産から消費にいたるまでの再生産過程の繰り

返しにより経済社会は成り立っているといえ

る。

しかしながら，市場や流通構造の変化などの

影響により，現実には，価値の実現が容易に行

えなくなってきている。さらに，牛肉の流通お

よび価格形成はきわめて不透明である。その要

因として枝肉から部分肉，部分肉から精肉へと

加工・処理される流通過程のなかに多くの流通

主体が存在することがあげられる。そこで本稿

では，牛肉流通に関する歴史および生産者から

消費者にいたるまでの国産牛肉の流通経路およ

び価格形成システムの解明を行っていく。

本稿において牛肉を対象とする主たる理由

は，2001 年９月に国内で発生したBSE，および

相次ぐ牛肉偽装事件等により，流通構造や価格

形成に対して消費者の牛肉に対する不安や不信

が高まっているからである。このような，従来

の研究の俎上に必ずしもあがってこなかった，

牛肉流通および牛肉価格形成を研究対象とし

て，解明し考察することは，安心・安全な牛肉

を低価格で食べたいという消費者のニーズにも

合致し，最終的には牛肉の安全性の確保にも結

びつくと考えられるからである。

また，既存研究において牛肉の流通経路
(2)
お

よび卸売市場についての研究は多い。しかし，
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生産から消費にいたるまでの価格形成の研究は

少なく，生産を起点として議論が展開されてい

る。そこで本稿では流通を起点とし，生産から

消費までの価格形成システムのプロセスとそれ

に付随する流通経路の考察を同時に行うことに

よって，流通構造上の問題点を考察し，今後の

牛肉の流通構造のあり方について検討していく

ための素材としての客観的な日本の現状の分析

を課題とする。

１．牛肉流通の歴史

1-1 肉食の大衆化

現在の食卓に牛肉その他の肉類は欠かすこと

のできない食材のひとつとなっている。しかし

ながら，日本における一般的な肉食の始まりは

意外に遅く明治期に入ってからである。それ以

前は，支配層による禁制や文化的，宗教的要因

によって作られた意識から蓄肉，とくに牛肉，

馬肉を一般的な食材として食することは控えら

れてきた。肉食忌避の歴史は古く，奈良時代に

さかのぼる。この肉食忌避には仏教伝来が大き

な影響を与えているといえる。仏教が伝来し，

支配層の中に浸透すると幾度も肉食禁止の詔勅

が発布された
(3)
。しかし，この奈良時代から明

治までの間，肉食がまったくなかったのかとい

うとそうではない。支配層が肉食禁止に反して

肉食を行う際には「薬猟」と称し，また，庶民

が肉食をする際は「薬食い」と称して薬代わり

に消費が行われていた
(4)
。さらに，肉食禁止の

詔勅が何度も出されたことは，肉食禁止の詔勅

が守られておらず，食肉の消費が日常生活のな

かに隠然と定着していたことを示しているとい

える
(5)
。

さらに，中世においても肉食禁止の傾向に変

化はみられなかったが，食肉の消費は，依然と

して「薬猟」，「薬食い」と称して続いていた。

さらに，徳川幕藩体制が確立してからも，初代

将軍の徳川家康以来，「殺生禁断令」により，牛，

馬の屠殺や肉食は厳禁とされていた
(6)
。しかし

ながら，将軍家においても肉食の習慣はあった

と考えられる。それは，琵琶湖東部を統治して

いた彦根藩主井伊家の記録に，安永 10 年から

明治２年までの 90 年間に，幕府をはじめ有力

大名に 35 回にわたり牛肉の干肉や味噌漬けな

どを薬用として献上したととあるからであ

る
(7)
。とくに十一代将軍徳川家斉は，牛酪（牛

乳）や牛の味噌漬けを好み，その食習慣によっ

て，歴代将軍の中では最も長寿であったといわ

れている
(8)
。このように，支配層や庶民の間に

肉食禁忌は広がっていたものの，その陰では肉

食は行われており，日常的な一般的食材として

ではないのであるが，食肉の消費は行われてい

たのである
(9)
。

肉食が日常的な一般的食材となる大きな契機

となったのは開国による文明開化である。長年

にわたり肉食忌避の思想が庶民の心理に大きな

影響を与えていたが，開国により外国人との接

触の機会が増加し，異国の文明を理解するにつ

れ，肉食が徐々に受け入れられるようになり，

文明開化のひとつのシンボルとしての肉食が都

市部を中心に浸透し，普及しはじめた。しかし

ながら，明治時代の初期は，政府は肉食につい

て封建的であったが，戊辰戦争などの戦役によ

る負傷者が西洋医術と肉食を行うという事実に

より，回復を図った。この戦役による負傷者が

回復後も肉食を行うことにより，肉食の一般化

が浸透したといわれている。とくに，1872 年正

月発行の『新聞雑誌』第二十六号に明治天皇が

1872 年１月 24 日に牛肉を食したと発表された

ことの影響が大きかった。この明治天皇の肉食

奨励により，支配層および庶民においても肉食

を行うようになり，肉食の一般化の大きな契機

になったといえる
(10)(11)

。また，この肉食の一般

化は，家畜として生産された食肉を消費すると

いう畜産業を成立させたのである。
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1-2 牛肉流通の歴史

牛肉流通に変化が現れるのは戦後，食糧事情

が好転してからである。その時期から生産面で

は，牛の飼育目的が農耕における使役目的から

食用牛生産へと変化しつつあったことから，大

衆牛肉としての若齢肥育や乳用牛からの食肉生

産が行われるようになった。

また，牛肉の消費拡大および供給量の増加に

伴い，子牛市場や牛肉流通の整備が行われるよ

うになった。整備が行われる以前は牛肉の取引

においては生産者に不利な点が多かったが，取

引における公正性の確保のために中央卸売市場

の開設（1958 年から 1974年）
(12)
，産地において

は 1960 年から食肉センターの設立が行われた。

取引形態においては生体流通から枝肉流通
(13)

へと変化し，取引基準である枝肉取引規格が作

られた。これにより生産段階での価格形成は中

央卸売市場開設以前と比較してより公開的な価

格という性格を持つにいたったといえる。さら

に，小売段階では枝肉流通が主流であったもの

から，部分肉流通が主流になるという変化がみ

られる。

この問題に関して，代表的な牛肉流通の研究

成果としては，吉田忠が『食肉インテグレーショ

ン』を公刊している。そこで吉田は，牛肉流通

の歴史的発展段階を①家畜商―食肉問屋段階，

②中央卸売市場段階，③インテグレーション段

階と規定した
(14)
。この，第一段階においては，

その特徴は，「貧窮層としての小作貧農を底辺

にもつ農村支配構造と消費地の問屋小売の支配

従属関係によって規定され，少量特異な消費形

態，生体で特徴づけられる物流形態，副業的な

零細経営という生産形態によって機能的に規定

される」
(15)
としている。つまり第一段階で食肉

流通において優位に立っていたのは問屋である

といえる。その大きな要因として，子牛（肉用

牛）生産者→家畜商→問屋→小売商という流通

経路が示すとおり生体流通における主要な役割

である屠殺，処理，加工段階を独占的に担って

いたことがあげられる。

次いで第二段階においては大阪市場（1958

年），芝浦屠場（1966年）が中央卸売市場法によ

り，食肉卸売市場に改編され，政策的に中央卸

売市場段階へと入っていったと述べる。また，

この間，産地においては，家畜商は専属の集荷

商人と位置づけられ，消費地においては，食肉

小売業は販売特約店と位置づけられるとされ

て，それらを全体として，支配するものとして

の食肉加工資本の台頭が指摘されている。

さらに，第三段階はインテグレーション段階

とされる。この段階の食肉流通の中心となって

いたのは総合商社であると分析される。総合商

社は食肉加工業者や飼料業者を系列化し，支配

力を強めることによって，食肉の生産，流通，

消費の全過程を総合商社が組織的に支配したも

のとして，「食肉インテグレーション」という新

たな概念が提起されるのである。また，畜産物

におけるインテグレーションは，鶏肉，豚肉，

牛肉の順に行われたとしている。現在では牛肉

における大手食肉加工業者による生産から消費

までの食肉インテグレーションなど多数のイン

テグレーションがみることができる
(16)(17)

。

この総合商社が中心となり行ってきた食肉イ

ンテグレーションのその後の影響として長澤真

史は，「総合商社，あるいは食肉加工資本につい

ては生産拠点や販売拠点を海外に移す海外進出

が強まり，さらに海外からの製品輸入にいっそ

う傾斜しつつある」と指摘している
(18)
。

すなわち，牛肉流通の歴史は牛肉の消費拡大

における供給量の増加を図るためにミクロ，マ

クロの両面で大きな変化があったといえる。ミ

クロ面での変化としては，表 1-1 に示されるよ

うに食肉小売業の衰退があげられる。このこと

から，1994年から 2004年までの間に，食肉小

売業とスーパーなどの他業態の小売店との競争

が激化し，小売段階における流通支配力が変化
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したと考えられる。食肉小売業の 1994年から

2004年への推移のなかで，事業所数，従業者数，

年間商品販売額，売場面積のすべてにおいて大

幅な減少がみられる。そのなかでも年間商品販

売額の低下率が最も大きく，従業者数の低下率

が最も低くなっている。また，1994年の数値を

100 とすると，事業所数の減少については指数

が 100 から 40 になっており，売場面積の減少

率が 34と若干低くなっている。このことから，

1994年から 2004年までの推移において相対的

に小規模な店舗の淘汰が進展し，売場面積が相

対的に大規模な店舗が存続，または新たに出店

されたと考えられる。つまり，1994 年から

2004年の間，食肉小売業は，スーパーなどの業

態との競争が激化し，店舗の大規模化などが進

展したと推論することができる。

さらに，マクロ面での変化としては，輸送，

冷蔵技術の進歩に支えられて，食肉生産拠点が

大都市近郊の農村から，東北，九州，北海道な

ど，いわゆる遠隔地へと変化したことにより，

全国的に産地食肉センターが整備され，その結

果，部分肉流通が進展したことなどがあげられ

る。また，現在，食肉インテグレーション段階

に突入し，その変化は現在においても続いてお

り，次なる新段階へと移行しつつあるとされる。

このようにミクロ，マクロの両面で大きな変化

がみられた牛肉流通の現在の流通構造につい

て，次節でみていくことにする。

２．牛肉の流通構造

2-1 牛肉の流通構造

牛肉においては，おおまかに総括すれば，生

産地から運輸されて，屠殺場で処理・加工が行

われる生体流通の第一段階，そして屠殺場では

処理・加工の生産加工プロセスが行われるので

あるが，その後の枝肉・部分肉流通の第二段階

の流通のふたつに大別することができる。さら

に，このふたつの流通段階を経て小売業者が仕

入れた枝肉・部分肉を精肉へと加工・処理を行っ

た後，消費者へと販売される最終流通段階が第

三段階の流通である。そこで，まず牛肉の生産

段階である生体流通の構造をみていく。

2-1-1 生体流通

生体流通においては，主に子牛生産者による

子牛流通，および肉用牛生産者による成牛流通

の２つの流通部面がみられる。流通において，

流通活動・売買活動を担う活動主体を仮に流通

主体と定義すれば
(19)
，この生体流通における流

通主体は，牛肉流通の歴史的段階において当初，

家畜商，食肉問屋のみが流通主体として存在し

ていたのであるが，1960 年代の中央卸売市場・

産地家畜市場の開設および産地食肉センターの
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表1-1 食肉小売業の衰退

年 事業所数 指数
従業者数

(人)
指数

年間商品販売

額(百万円)
指数

売 場 面 積

(㎡)
指数

1994 24,723 100 86,545 100 1,188,556 100 1,027,233 100

1997 21,046 85 72,560 84 974,803 82 870,893 85

1999 19,066 77 73,322 85 955,163 80 842,868 82

2002 17,215 70 67,269 78 774,414 65 767,006 75

2004 14,824 60 58,962 68 689,519 58 681,917 66

注：指数は1994年を100としている。

資料：『商業統計』各年版をもとに作成。



設置によって全農や食肉加工メーカーの生体流

通への参入のため，家畜商の流通主体としての

地位は大幅に低下し現在では複数の流通主体が

生体流通のなかに存在している状況である。

また，生産者による生産経営方法を分類すれ

ば，新山陽子の研究成果に依拠すると，「①和牛

繁殖経営（子牛生産）→和牛肥育経営，②和牛

繁殖・肥育一貫経営，③酪農経営（子牛生産・

ほ育）→乳用種去勢子牛育成経営→乳用種肥育

経営，④酪農経営（子牛生産・哺育・育成）→

乳用種肥育経営，⑤酪農経営（子牛生産）→乳

用種哺育・育成・肥育一貫経営，⑥酪農経営（交

雑種子牛および受精卵移植による和牛子牛の生

産・哺育）→交雑種肥育経営，和牛肥育経営」
(20)(21)

の６類型の経営となる。

また，肥育経営における頭数規模は大規模化

の傾向にある。この分野では「規模の経済」が

成立し，大規模経営であるほうが１頭当たりの

生産費が縮小されるということは当然のことで

ある。

2-1-2 枝肉・部分肉流通

次いで枝肉・部分肉流通についてみていく。

枝肉・部分肉流通とは屠殺場において肉牛を屠

畜後，枝肉に解体し加工，処理が行われた後の

流通である。生体から枝肉へと変化した牛肉は

屠殺場を経由して，需要者である食肉問屋（食

肉卸売業），食肉量販店，食肉加工業者，全農等

によってさらに加工・処理され大半は部分肉，

加工食肉となり，また一部は枝肉のまま小売商

へと販売されて，精肉へと加工・処理が行われ

た後に消費者に販売される。

食肉の流通においては，卸売，小売段階の各

流通段階の内部に生産過程を組み込んだ流通と

いうのが特徴となっている。その概念は，従来

のカテゴリーを採用すれば「流通加工」である。

商人は単に安く買って高く売るだけではなく，

その中間に生産加工の活動を行い，G-W・・・

P・・・W′ -G′という産業を内包した「生産

的労働」
(22)
を行う活動主体なのである。そのな

かでもとくに，屠畜・解体は牛肉の加工段階に

おいては必要不可欠であり，その際の屠殺場の

役割は非常に大きいものであるといえる。歴史

的には明治期に制定された「屠場法」（1906年

制定）により始まる。当初，「屠場法」制定の契

機となったのは肉食の大衆化により場所を選ば

ない牛の屠殺や死畜・病畜を食用に販売するも

のが多数存在するようになったことである。そ

の対策として，この法律は，衛生および保安管

理を行う目的をもって制定された。また，屠殺

場の設立・運営・管理は地方公共団体に優先的

に行わせるという原則がとられた
(23)
。その後の

「屠畜場法」（1953年制定）では地方公共団体

優先という規定は失われたものの，このような

歴史的経緯から日本の屠殺場においては 1906

年制定の「屠場法」以来，県や市町村といった，

地方公共団体によって設立・運営されることが

一般化したのである。

現在，日本の屠殺場は食肉卸売市場併設屠殺

場，一般屠殺場，食肉センターの３つに大別さ

れる。食肉流通において一般的に食肉卸売市場

に上場されるものを市場流通，食肉卸売市場を

経由せず食肉センター，一般屠殺場のみを経由

したものを市場外流通という。また，格付け

後
(24)
のセリによる価格形成さらにその価格の

公表は公正性のある価格形成の構築に食肉卸売

市場は非常に重要な役割を担っている。この価

格形成を一つの基準として市場外流通において

価格決定が行われている
(25)
。

また，表 2-1 に示されるように牛肉の卸売市

場経由率は 2004年で中央市場 26.7％，指定市

場が 9.3％，市場合計で 36.0％となっている。

1994年の数字と比較すると，中央卸売市場は増

加の傾向にあるが，指定市場は減少を続けてお

り，市場合計では 1995年から 1999年まで 40％

を超えているが，2000 年以降は 40％を下回っ
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ており，卸売市場経由率は減少傾向にあるとい

う事がわかる。

2-1-3 市場・センター別の畜種別構造

次に，2004年の市場・センター別の畜種別構

成割合（表 2-2）をみてみると，特徴として次の

三点があげられる。第一に，中央市場において

は品質のみならず産地や血統によっても評価が

大きく分かれる和牛雌，去勢の構成割合が合計

で 47.5％と非常に高いが，低価格で品質にそれ

ほど差異の見られない乳用牛去勢では 7.9％と

低い水準である。第二に指定市場においては交

雑牛雌，去勢の構成割合が 38.9％と最も高い水

準を示している。第三に食肉センターでは和牛

全体では 36.5％とそれほど低い水準ではない

が交雑種の構成割合が 19.8％と低く，それに対

して乳用牛去勢が 37.5％であり，乳用牛雌との

合計で 40.8％と高い水準になっている。この

ことから，同じ等級であっても品質に大きな差

異のみられる和牛については基本的に市場取引

が多く一頭一頭の個性に基づいてセリによる価

格形成が行なわれているのに対して，品質にそ

れほど大きな差異の見られない安価な牛肉とし

ての乳用牛では市場外取引が多いということが

わかる。

小売業の業態について分析すれば，良質の和
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表2-1 牛肉の市場流通シェア

区分 中央市場 指定市場 市場合計 全国

年 頭数 割合(％) 頭数 割合(％) 頭数 割合(％) 頭数 割合(％)

1994 346,626 22.8 260,214 17.1 606,840 39.9 1,521,454 100.0

1995 354,965 23.8 248,828 16.7 603,793 40.4 1,493,777 100.0

1996 346,002 25.1 218,143 15.8 564,145 40.9 1,380,681 100.0

1997 345,437 26.0 208,520 15.7 553,957 41.6 1,330,115 100.0

1998 339,386 25.9 201,144 15.4 540,530 41.2 1,380,383 100.0

1999 336,342 25,5 210,389 15.9 546,731 41.4 1,321,486 100.0

2000 339,334 26.2 149,290 11.5 488,624 37.7 1,297,166 100.0

2001 293,480 26.6 126,267 11.4 419,747 38.0 1,103,488 100.0

2002 342,659 27.1 138,062 10.9 480,721 38.1 1,262,820 100.0

2003 317,463 26.4 111,425 9.3 428,888 35.7 1,021,726 100.0

2004 335,210 26.7 116,962 9.3 452,172 36.0 1,254,814 100.0

注：①四捨五入の関係で市場別割合(％)が合計値に一致しないことがある。

②2002年までは，羽曳野市場を含めた数値である。

出所：農林水産省 『畜産物流通統計』（2005年）

表2-2 市場・センター別の畜種別構成割合(2004年)
(単位：％)

和牛雌 和牛去勢 乳用牛雌 乳用牛去勢 交雑種雌 交雑種去勢 その他の牛 全体

中央市場 20.8 26.7 12.9 7.9 15.5 15.0 1.2 100.0

指定市場 14.5 24.8 5.0 16.4 18.8 20.1 0.4 100.0

食肉センター 16.1 20.4 3.3 37.5 8.3 11.5 2.9 100.0

全体 17.4 23.1 6.7 24.9 12.1 13.8 2.0 100.0

注：①その他の牛とは，和牛，乳用牛，交雑種の雄および外国種をいう。

資料：(社)日本食肉格付協会



牛などを主要商品として販売する精肉専門店で

は，和牛においては格付け等級が同じであって

も一頭一頭に個体差が存在しているので，その

なかで最も良質の牛肉を選別し，さらに消費の

多様化に対応する加工技術および機能など，職

人的な熟練や専門性が要求されている。すなわ

ち同じ商品であるが，競合店にはない良質の牛

肉を熟練された職人が加工を行い販売すること

により，競合店に対して製品差別化を行い，専

門性やオリジナリティを出すことが販売戦略上

重要であるために，セリに基づく市場取引を志

向している。また，低価格競争が激化している

スーパーなどの量販店は，競合店よりも低価格

で販売することにより，大量販売を行うために，

スペックしている部分肉
(26)
を購入するなど作

業における加工段階の単純化や標準化を行うこ

とにより作業効率を向上させることが低価格で

の販売上重要であるといえる。作業効率の向上

および低価格販売を可能にするために，国産牛

肉のなかでも比較的仕入れ価格が安く，品質に

それほど差異がなく，低価格販売が可能な乳用

牛を取り扱う比率が高くなる。そのために，乳

用牛を主として取り扱っている食肉センターの

みを経由する市場外取引を志向する傾向が強い

ということがいえる。

また，乳用牛の市場経由率が食肉中央卸売市

場などで著しく低い要因として産地からの枝肉

搬入比率が増加したとはいうものの，表 2-3に

示されるように，中央卸売市場，指定市場にお

いては，いまだに生体での荷受が主流
(27)
であ

り，大衆的な牛肉である乳用牛では産地食肉セ

ンターで屠畜・解体が行われた枝肉を購入し，

大手食肉メーカーなどが，産地食肉センター近

隣の自社工場で部分肉の段階まで加工を行った

ほうが流通費用を削減できるということがあげ

られる。そのために産地食肉センターは市場外

流通，食肉中央卸売市場は市場流通の中心と

なったと考えられる。

市場流通と市場外流通が分離することは食肉

の価格形成にさまざまな影響をもたらしてい

る。その一つとして上場頭数の問題があげられ

る。市場経由率はそれほど低い水準ではないが

畜種別にみると和牛は構成割合が高く価格を形

成するにあたって市場外流通において指標とな

るだけの上場頭数があるということがいえる

が，乳用牛の構成割合が著しく低く上場頭数が

少ないために食肉卸売市場で形成された価格が

需給実勢を反映しておらず，乳用牛の市場価格

が市場外流通の指標となることが困難であると

いうことを示している。すなわち，乳用牛にお

いては市場経由率が著しく低いために，卸売市

場価格形成機能が脆弱であり，乳用牛における

食肉市場外流通で価格決定が行えるだけの上場

頭数がないということがいえる。そのため現段

階では各企業によりさまざまな方法がとられて

いるが，市場価格の指標となり得る参考価格の

確立には至っていない。乳用牛の価格決定につ

いては，ある大手食肉加工メーカーでは，一つ

の典型的事例と思われるが，生産者と長期契約

を行い，生産者販売価格はセリによるものでは

なく，一つの卸売市場および複数の卸売市場，

指定市場において格付けされた同クラスの週間
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表2-3 中央卸売市場，指定市場にお

ける搬入枝肉頭数の推移

入場頭数

年
併設屠畜場

屠畜頭数
搬入枝肉頭数

2001 409,991 70,588

2002 455,783 96,991

2003 412,247 80,567

2004 434,668 80,046

注：指定市場の愛知，愛媛市場は，屠畜場

を併設していない。

資料：食肉通信社 『2006数字で見る食肉

産業』

出所：農林水産省 『食肉流通統計』



の加重平均価格が，次週の大手食肉加工メー

カーの購入価格となる。また，価格決定を行う

際の加重平均の利用は，複数の市場の加重平均

を利用して価格決定することが多い。理由とし

ては，市場流通のシェアが低いために一市場の

みでは建値を形成するための参考価格となら

ず，需給実勢を反映することが困難であること

があげられる。さらに，購入頭数などは事前に

決定し，小売業には，その購入価格に対し，季

節ごとの部位別需要などを勘案して，部位別の

原価計算を行い，運送，加工費用などの流通費

用および利益を加算して販売するという方法が

とられている
(28)
。

この長期契約に基づく価格決定方法のメリッ

トとして，生産者は需要の変動に関係なく，あ

る程度の出荷頭数および出荷先を確保している

ために，不確実性の高いセリ取引のみに収入源

を依存したものとは異なり，確実性の高い収入

の確保が可能となる。さらに，大手食肉加工

メーカーにとっては，小売業に対して安定した

供給が可能となり，市場流通におけるセリ取引

とは異なり，契約に基づき卸売市場の前週の加

重平均などにより価格決定が行われているの

で，小売業に対する販売価格においても，同ク

ラスであればすべて同価格での購入が可能とな

るために，セリ取引と比較して，購入価格にお

ける差が存在しないためにまとまった頭数のフ

ルセットおよび部位別の販売価格の固定が可能

となるなどがあげられる。

３．牛肉の価格形成プロセス（生産から

消費まで）

3-1 生体流通段階の価格形成

まず去勢和牛および乳用雄肥育牛１頭あたり

の生産費であるが，表 3-1 に示されるように去

勢和牛１頭当たり（副産物価格差引）の生産費

は 2005 年では 782,628 円であり，2004 年の

695,262 円よりも 12.6％高い水準となってい

る。これに対し，乳用雄肥育牛１頭当たり（副

産物価格差引）の生産費は 2004年では 325,698

円であるが，2005年は 320,449円と 1.6％の減

少がみられている。これは，去勢和牛では素畜

費
(29)
が，2004年の 364,453円から 437,530円

に 20.1％と高く上昇しているのに対し，乳用雄

肥育牛においては素畜費が 2004年の 71,674円

から 68,648 円へと 4.2％の減少していること

が大きな要因であるといえる。

次に，表 3-2飼養頭数規模別の１頭当たり生

産費をみてみると，去勢和牛，乳用雄肥育牛と

もに 1∼ 10頭未満では１頭当たりの生産費が

非常に高くなっている（去勢和牛 855,491円，

乳用雄肥育牛 430,776 円）。飼養頭数規模が

200頭以上になると去勢和牛，乳用雄肥育牛と

もに１頭当たりの生産費が 200頭以上の場合 1

∼ 10頭未満の場合に比べて，10万円以上安く

なっており（去勢和牛 727,489円，乳用雄肥育

牛 306,750円），飼養頭数の規模の増加は，いわ

ゆる「規模の経済」が作用して，収益の向上に

寄与するということがわかる。しかしながら，

飼養頭数規模を増加させても素畜費，飼料費な
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表3-1 牛１頭当たり生産費
(単位：円，％)

2004年(A) 2005年(B） B/A

去勢和牛1頭当たり生産費(副産物価格差引) 695,262 782,628 112.6%

乳用雄肥育牛1頭当たり生産費(副産物価格差引) 325,698 320,449 98.4%

資料：農林水産省『農業経営統計調査』（2005年10月)をもとに作成。



どの頭数に単純比例の性格をもつ生産費用が，

大部分を占めるために，米などの農作物と比較

して，大幅な生産費の削減をみることができて

いないといえる。

また，乳用雄肥育牛は輸入牛肉と競合関係に

あるため大量生産で安定した供給と一定の品質

が求められるため，飼養頭数規模を拡大し１頭

当たり生産費を低下させ，低価格で大量に販売

することは収益性の向上に有効であると考えら

れる。しかし，日本では和牛などの脂肪交雑
(30)

や肉のきめなどの品質や神戸牛や松坂牛に代表

されるようにブランド牛に対する志向が非常に

強い。いいかえれば，日本では単純に飼養頭数

規模を拡大させ，１頭当たりの生産費を低下さ

せることだけが，収益性の向上につながるとは

いえないと考えられる。

また，１頭あたりの収益性であるが，表 3-3

によると 1996年から 2005年までの推移では去

勢若齢肥育牛（和牛）においては，利潤が

42,128円から 84,858円へと大幅な上昇がみら

れ，肥育牛（乳雄）においても，18,011円から

32,628円へと上昇がみられている。

しかしながら，１頭あたりの収益性では，

1996年からの水準からは，利潤において増加が

みられるものの，生産段階においては高い利潤

をえているとはいえない。その要因として，先

述の通り，素畜費，飼料費などの頭数単純比例

的な生産費が，生産費用に占める割合が非常に

高く，「規模の経済」なども機能するものの，大

幅な生産費の削減をみるにいたらないことなど

があげられる。

次に，牛肉の産地価格の推移（表 3-4）につい

てみていくと去勢肥育和牛は 1994年の 1,097
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表3-3 牛1頭あたり収益性
（単位：円）

去勢和牛 肥育牛（乳雄）

年 粗収益 生産費総額 利潤 粗収益 生産費総額 利潤

1996 752,312 710,184 42,128 377,074 359,063 18,011

1997 776,302 761,508 14,794 404,925 383,565 21,360

1998 791,801 773,195 18,606 379,588 408,550 −28,962

1999 757,430 767,556 −10,126 317,160 394,680 −77,520

2000 737,698 755,906 −18,208 307,683 357,657 −49,974

2001 732,500 754,423 −21,923 346,973 329,321 17,652

2002 627,740 776,073 −148,333 255,368 351,983 −96,615

2003 721,637 780,890 −59,253 238,966 370,107 −131,141

2004 805,124 712,795 92,329 280,746 332,750 −52,004

2005 885,545 800,687 84,858 362,148 329,520 32,628

資料：食肉通信社『2006数字で見る食肉産業』

出所：農林水産省『農業経営統計調査』（2005年10月）

表3-2 飼養頭数規模別１頭当たり生産費

(2005年)
(単位：円)

生産費(副産物価格差引)

飼養頭数規模 去勢和牛 乳用雄肥育牛

1∼10頭未満 855,491 430,776

10∼20頭未満 849,543 386,605

20∼30頭未満 836,013 346,305

30∼50頭未満 822,750 336,832

50∼100頭未満 800,448 337,564

100∼200頭未満 781,586 322,872

200頭以上 727,489 306,750

資料：農林水産省『農業経営統計調査』（2005年10月)

をもとに作成。



円 /kgから 1,236円 /kgへと上昇がみられる

のに対し，乳用肥育牛においては 1994年の 497

円 /kgから 2004年には 481円 /kgへと若干の

下落がみられる。乳用肥育牛の産地価格の下落

の要因として１つに BSE の影響によって大衆

肉としての乳用肥育牛肉全体の需要が落ち込ん

だ事が考えられる。しかしながら，最も大きな

要因としては輸入牛肉との競合が発生して国産

牛への需要低下とともにして産地価格を押し下

げざるを得なかった事情が考えられる。一般に

高級和牛などは輸入牛肉と比較して明かに価格

や品質において大きな差異がみられるために輸

入牛との競合はないが，乳用肥育牛では品質が

ほぼ同質であるために競合がみられるのであ

る。

つまり，2005年の牛１頭あたり生産費では去

勢和牛は，1996年と比較すると 90,503円の上

昇，乳用雄肥育牛では 29,543円の下落がみら

れる。また，表 3-2 から明らかなように，飼養

頭数規模が大規模であるほど１頭あたり生産費

は低下し，その結果，生産者の収益性向上に寄

与するといえる。また，産地価格では日本で

BSEが発生した時期を除けば，和牛に関しては

1994年の時点から上昇の傾向にあるといえる

が，乳用肥育牛では下落している。その要因と

して素畜費の低下，輸入牛肉との競合などが大

きな要因であるということが考えられる。

次に，枝肉卸売価格の推移であるが，1994年

から去勢和牛では下落，去勢牛においては上昇

がみられる。これは産地価格と逆の傾向にある

といえる。この去勢牛の枝肉卸売価格の上昇要

因として，輸入牛肉との競合により生産を減少

させたこと，とくに BSE 発生時に生産頭数を

減少させたことが大きな要因であるといえ

る
(31)
。これに対し，去勢和牛の枝肉卸売価格の

下落は，BSE発生時には乳用牛などの去勢牛ほ

ど大幅な価格下落はなかったものの，表 3-5に

示されるように，2001 年の国内における BSE

発生以降の全国的な牛肉需要の減少，相次ぐ牛

肉偽装問題などによる食の安全性への信頼の欠
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表3-4 牛肉価格の推移
（単位：キロあたり円）

産地価格 枝肉卸売価格

年 去勢肥育和牛 指数 乳用肥育牛 指数 去勢和牛A-5 指数 去勢牛B-2,3 指数

1994 1,097 100 497 100 2,605 100 1,025 100

1995 1,096 100 489 98 2,474 95 998 97

1996 1,063 97 520 105 2,341 90 1,100 107

1997 1,120 102 568 114 2,437 94 1,171 114

1998 1,117 102 512 103 2,447 94 1,068 104

1999 1,085 99 446 90 2,451 94 1,024 100

2000 1,063 97 487 98 2,419 93 1,115 109

2001 975 89 445 90 2,314 89 963 94

2002 922 84 290 58 2,142 82 762 74

2003 1,128 103 350 70 2,357 90 1,013 99

2004 1,236 113 481 97 2,342 90 1,177 115

資料：食肉通信社『2006数字で見る食肉産業』をもとに作成。

出所：①産地価格は農林水産省統計情報部「農村物価指数」による肉牛(去勢肥育和牛)生体の農家庭先取

引価格で年度平均価格。

②卸売価格は農林水産省統計情報部「食肉流通統計」による東京の去勢和牛Ａ5（1988年3月までは

去勢和牛「上」）および去勢牛Ｂ2・Ｂ3（1988年3月までは乳用雄肥育牛「中」の価格。



如などの影響を受けているといえる。

また，表 3-4から 2004年における牛１頭あ

たりの産地価格をみていく。去勢肥育和牛の出

荷時の一般的な重量は約 650kg であり，

803,400円である。乳用肥育牛の一般的な出荷

重量は約 680kgで 327,080円である。さらに，

枝肉卸売価格での牛１頭当たりの価格は，去勢

和牛の 2004年全国枝肉平均重量
(32)
は 441.7kg

であり１頭当たり 1,034,461円で去勢牛は平均

重量 431.9kgで 508,346円である。屠殺，解体

の加工を経て枝肉となり，卸売業者などが購入

した時点で大幅に価格が上昇していることがわ

かる（去勢和牛 1.29倍，乳用牛 1.55倍）。

さらに，次節で詳しくみていくが，屠殺場で

枝肉へと加工・処理された枝肉は卸売業者（加

工食肉メーカー，食肉卸売問屋，全農など）を

経て一部は枝肉のまま，大半は部分肉となり小

売業者（食肉小売店，スーパー，外食業者など）

へ販売される。卸売業者の小売業者への販売時

の価格形成は枝肉およびフルセット
(33)
では相

対交渉による価格決定メカニズムがあり，その

他の方法としては，市場相場スライド（歩留＋

経費加算）
(34)
などの方法がある。とりわけ，部

分肉は各地域，季節，各企業などにより異なる

が部位別の計算式を用いて価格形成がなされて

いる。また，小売業者の仕入時の価格形成では

和牛は食肉卸売市場価格を参考とした現物相対

交渉が主流である。乳用牛および部分肉は市場

相場スライドや計算式によるものなどがあ

る
(35)
。

3-2 枝肉・部分肉流通段階の価格形成

卸売業者，小売業者が部分肉，精肉を販売す

る際の価格形成は以下になる。まず，計算式を

用いて各部位の原価評価を行い，次に，仕入原

価を各部位に割り振る。その後に運送費，加工

賃，利益などを加算して部分肉，精肉の販売価

格が決定される。その計算方法としては一般に

部位別係数を用いたものである。表 3-6は牛肉

の原価計算表である。この原価計算表に基づい

て歩留，運送費，加工賃，利益などを加算して

卸売業者は部分肉の価格形成を，小売業者は部

分肉の歩留，資材費，利益などを加算して精肉

の価格形成を行っている。なお，部位別の等価

係数は日本食肉センターの部位別価格，各地域

の部位別需要の強弱，などを勘案して，各流通

主体において決定される。また，係数の取り方

については品質の高い和牛と乳用牛などの一般

的に品質のあまり高くない牛肉では大きく異な

る。品質が高い牛肉ほどヒレ，ロース部位は大

きく係数を取る傾向にあり，一方品質の低い牛

肉は各部位ともに幅の少ない係数が取られてい

る。このことは日本の牛肉の部位別格差が大き

いことの原因となっている。このように係数決

定の際には同じ等級，同品質，同価格帯のもの

を同じ係数で利用する。さらに，係数は季節，

商品用途などの条件によっても大きく変動す

る
(36)
。理由としては季節，商品用途により部位

需要に大幅な変動がみられるためである。積数

とは部分肉重量と係数の積数である。積数比は
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表3-5 牛肉の支出金額，購入数量

年
全国

支出金額（円） 購入数量（ｇ）

1994 32,905 12,245

1995 32,385 12,335

1996 29,425 10,938

1997 30,632 11,015

1998 28,897 10,543

1999 27,643 10,399

2000 26,140 10,099

2001 21,128 8,205

2002 20,076 7,694

2003 21,507 7,963

2004 21,102 7,113

注：数量金額とも1世帯あたり。

総務省統計局 『家計調査報告』 各年版



積数の合計値を１として部位別の割合を計算し

たものである。この積数比に原価額を掛け合わ

せて部位別の原価が算出される。

また，卸売業者が枝肉を部分肉に，小売業者

が枝肉および部分肉を精肉に加工するには，小

売業者の種類（専門店，スーパーなど）や季節，

商品用途別により歩留に大きな差がみられる。

卸売業者が部分肉を小売業者に販売する際は，

小売段階での作業の効率化，省力化を図るため

に各企業独自の整形，スペックで販売される。

さらに，小売段階では牛肉の品質や商品別の用

途により大きく異なり，一定の歩留基準やカッ

ト基準がないことが理由としてあげられる。仕

入れる状態にもよるが，平均的な精肉歩留は部

分肉に対して約 85.2％であり，枝肉に対しては

約 63.9％になるとしている
(37)
。

3-3 精肉流通段階の価格形成

次に，小売業者が部分肉を仕入れ，精肉に加

工して販売するまでの価格推移を表 3-7に示し

た。歩留については製造する商品により大幅な

変化がみられる。さらに，歩留は各企業の精肉

加工工程における目標値として設定されること

もあり，各商品の歩留は，各企業により異なる。

このような各企業における全商品の歩留を把握

することはきわめて困難であるので，部分肉か

らの精肉歩留の平均数値 85.2％を一律のもの

とした。また，利益率についても，通常の販売

では季節の変化などにともない，需要も大幅に

変化するため相乗積
(38)
を用いて部位別に異な
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表3-6 部分肉の原価計算表

正肉構成比

(％)

重量

(㎏)
等価係数 積数 積数比

原価額

(円)

単価

(円/㎏)

ネック 5.3 15.4 900 13,860 0.029 12,198 792

肩ロース 10.2 29.6 2200 65,120 0.136 57,309 1,936

肩バラ 10.0 29.2 1100 32,120 0.067 28,267 968

肩 11.3 32.8 1650 54,120 0.113 47,628 1,452

肩スネ 3.2 9.4 900 8,460 0.018 7,445 792

リブロース 4.5 13.2 2800 36,960 0.077 32,527 2,464

サーロイン 6.0 17.4 3000 52,200 0.109 45,939 2,640

ヒレ 2.8 8.0 4000 32,000 0.067 28,162 3,520

中バラ 9.0 26.2 1100 28,820 0.060 25,363 968

外バラ 8.7 25.2 1100 27,720 0.058 24,395 968

内モモ 7.3 21.2 1550 32,860 0.069 28,919 1,364

外モモ 7.3 21.2 1500 31,800 0.066 27,986 1,320

マル 6.4 18.6 1550 28,830 0.060 25,372 1,364

ランプ 6.1 17.6 1650 29,040 0.061 25,557 1,452

トモスネ 2.0 5.8 900 5,220 0.011 4,594 792

合計 100.0 290.8 479,130 1.000 421,660

注：①部分肉の原価試算表は，卸売，小売業者において慣習的に使われている計算方法である。

②仕入単価1,450円／㎏ 金額：421,660円。マル，中バラは関西での部位名称で関東など

他地域ではシンタマ，内バラという部位名称を使用する場合もある。

③上記の牛肉は，乳用牛の原価評価を行ったものである。なお，和牛などの高級牛肉にお

いては，ヒレ，ロース部位の係数がさらに高くなり，バラ，モモ部位の係数が低くなると

いう傾向がみられる。

資料：複数の企業聞き取り調査にもとづいて作成。



る粗利益率を設定し，最終的に仕入れた牛肉全

体の平均利益率を算出するのであるが，地域別

および各店舗別の部位別需要の把握を行うこと

は非常に困難なため粗利益率 25％を一律に設

定し小売販売単価を算出した。表 3-6，3-7を

みてみると，仕入れ時の部分肉重量は 290.8kg

であるのに対し精肉となり消費者に販売される

重量は 247.8kg，販売単価も平均で 1kgあたり

1,702円となっている。また部位別価格ではヒ

レ，サーロインなどの高級部位の価格の上昇が

著しく，バラ部位やモモ部位との格差が非常に

大きいということがわかる。また，仕入単価

1,450円 /kg，421,660円で仕入れた部分肉セッ

トは，表 3-7から小売業が精肉にして，粗利益

率 25％で消費者に販売を行うと平均で 2,269

円 /kg となる。これを精肉加工後の重量

247.8kgと掛け合わせると，販売金額の合計で

562,258円（1.56倍）となり大幅に価格が上昇

していることがわかる。利益率は各段階，各企

業において一定ではなく，利益率や小売段階で

の精肉歩留まりの把握は非常に困難であるが，

生産から小売段階までの価格の推移をみていく

と，生体から枝肉へ変化し，卸売業者などが購

入する時点と，部分肉から精肉となり，消費者

が購入する際に価格の大幅な上昇がみられるこ

とがわかる。生体から枝肉へ変化する段階では

生産者から家畜商などの複数の流通担当者の存

在，生産地から屠殺場までの流通費用，施設使
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表3-7 小売段階での精肉の販売価格

重量(㎏) 単価(円)
粗利益率

(％)

販売単価

(円/㎏）

ネック 13.1 930 25 1,240

肩ロース 25.2 2,272 25 3,030

肩バラ 24.9 1,136 25 1,515

肩 27.9 1,704 25 2,272

肩スネ 8.0 930 25 1,240

リブロース 11.2 2,892 25 3,856

サーロイン 14.8 3,099 25 4,132

ヒレ 6.8 4,132 25 5,509

中バラ 22.3 1,136 25 1,515

外バラ 21.5 1,136 25 1,515

内モモ 18.1 1,601 25 2,135

外モモ 18.1 1,549 25 2,066

マル 15.8 1,601 25 2,135

ランプ 15.0 1,704 25 2,272

トモスネ 4.9 930 25 1,240

合計 247.8

注：①部分肉から精肉への歩留は杉山道雄『畜産物生産流通構造論』，

1992年をもとに一律85.2％，粗利益率も一律25％に設定した。

②単価は歩留計算後の仕入単価を示している。

③セットでの仕入原価は，小売段階での仕入単価1kg当たり1，450円。

これを歩留85.2％で除して1kg当たり1,702円となる。この仕入単

価に対して，粗利益率25％に設定すると，セットでの販売単価は

1kg当たり2,269円となる。

資料：表3-6をもとに作成。



用料などが考えられる。また，輸送費用ではと

くに和牛など品質が高く高価格での販売を志向

する生産者は生産地から生体で大消費地のある

中央卸売市場併設屠殺場への輸送を行うために

輸送コストが大きくなるということが考えられ

る
(39)
。小売段階では部分肉から精肉へと加工す

る際の人件費や包材・資材費などがコストをあ

げる要因となっていること，また，表 3-8 に示

されるように，売価設定を行う際に，あらかじ

めある程度の見切り販売や販売期限切れによる

売れ残り商品の廃棄ロスなどを見込んで利益率

を高く設定し，ロス率を含めた売価設定を行っ

ていることが大幅な価格の上昇要因になってい

るといえる。

生産から消費までの流通経路，価格形成プロ

セスについてみてきたが，産地価格では 1994

年の水準から乳用肥育牛は下落がみられ，去勢

肥育和牛では若干の上昇がみられる。また，枝

肉卸売価格の推移については去勢和牛では

1994年の価格からは下落がみられているが，去

勢牛においては上昇がみられる。価格下落の大

きな要因としては，日本国内での BSE の発生

などによる需要の減退があげられる。次に，去

勢牛の価格上昇については米国産牛肉に BSE

が発生し，輸入禁止となったことを契機に需要

が若干増加したことなどが考えられる。牛肉の

産地価格および卸売市場価格については，去勢

牛では若干の上昇がみられるものの大局的にみ

れば価格は下落しているといえる。

屠殺後に加工・処理が行われ枝肉，部分肉，

精肉へと解体され最終的な小売段階では，生産

段階と比較して大幅に価格が上昇している。こ

の小売価格が産地価格に対し大幅に上昇した要

因としては，流通経路が非常に長く，牛肉流通

にかかわる流通主体の数が多いことと，枝肉以

降の流通内部に加工が含まれていることが考え

られる。とくに屠殺以降は枝肉から部分肉への

段階，部分肉から精肉への段階など加工・処理

を行う過程で幾度も加工料，運送料および利益

などが加算されていくために最終的に消費者が

購入する段階では大幅に価格が上昇していると

いう結果がもたらされているのである。

４．牛肉流通の課題

牛肉の流通経路，生産から消費までの価格形

成のプロセスについてみてきたが，流通経路が

長く，牛肉の価格は，流通内部に加工が必要と

される枝肉価格から大幅に上昇しているという

結果が得られた。大きな要因としては枝肉と
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表3-8 食品スーパー企業の経営指標 （精肉･加工肉）

年 粗利益率(％) 商品回転率(回) ロス率(％)

2000 27.07 130.61 3.81

2001 26.89 122.09 4.09

2002 28.15 127.84 4.33

2003 26.58 135.65 5.13

2004 25.80 131.70 3.59

注：商品回転率は，まず期首売価在庫高と期末売価在庫高を足し

合わせたものを2で除した平均売価在庫高を算出する。次に，

年間売上高を平均売価在庫高で除すことによって求められ

る。

資料：食肉通信社『2006数字で見る食肉産業』をもとに作成。

出所：(社）日本セルフサービス協会『協会会員経営実態調査』

(2005年11月）



なった時点から消費までの間に複数の流通主体

が存在し，その流通内部に加工が含まれており，

このことから複数の加工賃などの手数料，利益

が発生しているということがあげられる。すな

わち，複数の流通主体の存在により，各流通主

体のなかでそれぞれに手数料，利益が発生して

いるということが牛肉の物流費用を高額にし，

結果的に最終の使用者である消費者の購入価格

が高くなっているといえる。

物流費用の対策については，1970 年代以降食

肉需要の高まりを背景に，生産性の向上ととも

に物流費用低減，価格形成の公正性を目的とし

て①産地食肉センターの整備，②部分肉セン

ターの整備，③牛枝肉規格の改正などが行われ

た
(40)
。その結果，産地食肉センターは市場外流

通の拠点として機能することとなったが，乳用

牛における流通量は多く，部分肉までの加工を

産地食肉センターで行うことによって流通経路

の短縮が行われており，物流費用の低減が行わ

れていることがいえるが，和牛の流通量は少な

い。多くが中央卸売市場へ生体での出荷となる

ため和牛の物流費用が低減されているとはいえ

ない。また，乳用牛の市場外流通シェアの高さ

は，市場流通シェアの低さを示している。その

ことは乳用牛の卸売市場価格が乳用牛価格の一

つの参考にはなるが指標となりえておらず，明

確な基準価格の形成が行われていないと示され

ている。したがって，根拠がより明確な基準価

格の形成が要求されると考えられる。なぜなら

ば，明確な基準価格の形成ができなければ，小

売段階で市場価格の確認機能が働かず，卸売価

格が市場の需給実勢を反映しないものになる可

能性があり，さらには卸売価格と小売価格に大

幅な乖離が生じるおそれがあり，流通段階での

価格形成に公正性をもたせることが困難になる

からである。また，産地食肉センターの整備，

小売業態の変化などにより流通形態も枝肉流通

から部分肉流通へと変化していった。流通形態

の変化に対応する形で部分肉センターの整備が

行われ，部分肉価格の公表が行われるように

なったが，表 4-1 にみられるように，部分肉セ

ンターの総流通量は年々減少傾向にある。2004

年の国産牛部分肉の総流通量は 22,286.4トン

であり，1994年の 58,936.1トンと比較すると

60％以上の大幅な減少がみられる。この部分肉

センター流通量の減少は，乳用牛枝肉卸売価格

と同様に部分肉価格情報が，明確な基準価格と

なるには困難になってきていることを示してい

る
(41)
。現在，卸，小売間での流通は部分肉流通

が主流であり，枝肉時のセリでの公開価格形成

同様に明確な基準を設定する必要がある。つま

り，牛肉においては１頭１頭に個体差が存在す

ることから，枝肉時の格付けに基づいて１頭す

べての部分肉価格を形成するのではなくカタ，

ロース，バラ，モモ等，分割された部分肉段階

での歩留，品質等の等級基準の設定が，明確な

部分肉の基準価格を形成するために必要である

といえる。

今後の牛肉流通の課題としては，各段階での

参考となりうる基準価格の形成，さらに，複数

の流通主体で行われている牛肉の加工・処理な

どにかかる流通費用の削減などがあげられる。

つまり，生産から消費までの流通チャネルの短

縮（枝肉以降の加工・処理過程の統合），明確な

基準価格を設定し，公表することにより生産，

卸，小売，消費における各段階での情報の非対

称性の解消を行うことにより，透明性が確保さ

れた価格形成が必要であると考えられる。

おわりに

以上のように，生産から消費までの牛肉の価

格形成プロセスについてみてきたが，次の三点

を指摘して本稿を締め括ることとする。第一の

特徴は，他の流通業とも多少は共通するのでは

あるが，屠殺後の卸，小売の各段階においても
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流通内部に商品形態を変化させる生産活動を内

包した「生産的活動」であり，新たな使用価値

を形成しているということである。これは従来

の理論概念を使えば，「流通加工」であるが，流

通のプロセスが顕著に生産的加工とも重複して

いる。

第二に，生産段階では「規模の経済」により

生産費は削減されるとはいうものの，素畜費，

飼料費などの削減が困難なため，大幅な削減が

みることができない。さらに，日本人は牛肉に

対して，鮮紅色のサシ重視など高品質を非常に

重視する傾向が強いために，生産費用の削減の

みを追及することは困難であるといえる。なぜ

ならば，高品質の牛肉を作るためには，生産段

階において，肥育日数の長期化，良質な飼料を

与えるなど生産者の経済的負担が大きくなるか

らである。

第三に生産から消費までの流通経路が長く，

また，流通主体が多様に存在していることであ

る。とくに屠殺後における加工，処理が特異で

あり，流通主体が複数存在することにより，精

肉となった小売段階での販売価格は枝肉価格と

比較して大幅に上昇していることが分析でき

た。

今後の牛肉流通プロセスにおける課題として

はまず，生産段階においては，生産費の削減を

行いつつ，高品質な牛肉の生産方法を確立させ

ることが必要である。次いで，枝肉・部分肉流

通過程での加工，処理の生産工程上の合理化を

行うことにより，「流通加工」の効率化を行い，

流通費用の削減を図り，輸入牛肉との競合に優

位性を持たせることが重要である。さらに，生

産から消費までの各段階において参考価格とな

る基準価格を作成し，その参考価格をもとに生

産から消費までの価格における情報の非対称性

を解消することが必要であると考えられる。
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表4-1 部分肉センター総流通量
(単位：トン)

総流通量 国産牛部分肉 国産豚部分肉 その他食肉

流通量 １日あたり 流通量 １日あたり 流通量 １日あたり 流通量 １日あたり

1994年 130,883.9 443.7 58,936.1 199.8 30,782.1 104.4 41,165.7 139.5

1995年 132,566.8 449.4 57,990.9 196.6 29,005.9 98.3 45,570.0 154.5

1996年 116,066.9 394.8 51,025.5 173.5 27,538.7 93.7 37,502.7 127.6

1997年 106,197.4 360.0 43,854.0 148.7 24,403.4 82.7 37,940.0 128.6

1998年 103,937.0 354.7 39,997.4 136.5 26,214.3 89.5 37,725.3 128.7

1999年 97,877.4 332.9 36,532.4 124.3 22,445.2 76.3 38,899.8 132.3

2000年 89,134.2 298.1 34,847.2 116.5 19,762.1 66.1 34,524.9 115.5

2001年 73,491.9 247.2 24,660.0 82.9 17,303.8 58.2 11,335.6 38.1

2002年 73,492.4 251.7 24,513.0 83.9 16,444.4 56.3 32,535.0 111.5

2003年 69,128.2 234.3 23,419.5 79.4 14,207.1 48.2 31,501.6 106.7

2004年 67,071.2 213.3 22,286.4 76.6 11,764.6 40.4 28,020.2 96.3

資料：食肉通信社『2006数字で見る食肉産業』

出所：(財)日本食肉流通センター「業務月報」

注：①その他は内臓，食鳥，輸入肉，加工品等。

②1日あたりの数量は，流通量を稼働日（日，祝祭日，年末年始の休日を除いた日数）で除して得た

ものである。



注

⑴ 山口重克，『経済原論講義』，1985年，東京大学出

版会。ここでの記号については，Aは労働力を示し

ており，Kmは最終消費財の略である。

⑵ 新山陽子『牛肉のフードシステム』，2001 年，日本

経済評論社，133ページ。国産牛肉の流通経路につ

いては，新山陽子が調査をもとに作成した「国産牛

肉の流通経路図」において，最も詳しく紹介されて

いる。この図から国産牛肉の流通経路の複雑さを読

み取ることができる。

⑶ 加茂儀一，『日本畜産史食肉・乳酪篇』，1976年，

法政大学出版局，128ページ∼ 136ページ。

⑷ 宮崎昭，『食卓を変えた肉食』，1987年，日本経済

評論社，17ページ。

⑸ 加茂儀一，前掲書，142ページ。

⑹ 加茂儀一，前掲書，188ページ∼ 199ページ。

⑺ 宮崎昭，前掲書，20ページ。

⑻ 加茂儀一，前掲書，201ページ。

⑼ 宮崎昭，前掲書，17ページ∼ 22ページ。

⑽ 加茂儀一，前掲書，218ページ∼ 220ページ。

⑾ 加茂儀一，前掲書 223ページによると，肉食は公

然に行われるようになったが，「日本人全体の生活

感情のなかで通常化し，一般に肉食の風習に奇異を

感じなくなるには，明治時代の中ころにいたるまで

の年月を必要とした。」としており，旧来の肉食忌避

の習慣が明治初期では根強いものであったとしてい

る。

⑿ 食肉における中央卸売市場の歴史は，青果や鮮魚

に比べ遅く，1958 年に大阪で食肉中央卸売市場が開

設されたことにより始まる。取引における原則とし

て⑴委託販売，⑵取引はセリのみに限定，⑶即日上

場，全量販売，⑷委託販売拒否の禁止，⑸売買参加

拒否の禁止，⑹売買代金の即日現金決済，などがあ

げられる。

⒀ 生体流通とは，牛が生きているままの状態での流

通形態であり，枝肉流通とは，屠殺後，内臓，頭部，

四肢および尾などを除いた状態での流通形態であ

る。

⒁ 吉田忠，『食肉インテグレーション』，1975年，農

政調査委員会，13ページ∼ 19ページ。

⒂ 吉田忠，前掲書，13ページ。

⒃ たとえば，指定産地の複数の指定生産者が肥育方
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国産牛肉の流通経路図

注：牛肉生産者から産地家畜市場への矢印の数値は，上段が肉専用種，下段が乳用種の出荷先比率

（1998 年）。

出所：新山陽子『牛肉のフードシステム』，2001 年，日本経済評論社，133ページ。「国産牛肉の流通

経路図」より転載。



法，肥育日数等を指定された成牛を市場外流通によ

り食肉加工資本１社のみに販売し，その牛肉を特定

の小売業者のみに販売し，小売業者はその牛肉を自

社のプライベートブランドすなわち銘柄牛として販

売するというものである。

⒄ 新山陽子，『畜産の企業形態と経営管理』，1997年，

日本経済評論社，127ページ∼ 145ページにおいて

も食肉インテグレーションについて事例調査，アン

ケート調査を行い類型的に整理している。また，畜

産インテグレーションのタイプとして，既存の「委

託生産，契約生産という形をとった農外資本・農業

関連資本による畜産の直営生産への進出」という「中

央型インテグレーション」に加え，新たに「農業内

部の企業展開の動きの一貫としての農業生産者側か

らのインテグレーション」のふたつのタイプが存在

すると整理している。

⒅ 長澤真史，『輸入自由化と食肉市場再編』，2002 年，

筑波書房，10ページ。

⒆ 山口重克は，前掲書 11ページにおいて，資本主義

社会は「資本家と資本がそれぞれ社会的生産を編成

する主体と形態とになっている社会である」として，

「この主体と形態は商品流通世界の中で形成される

ものなので，これを流通主体と流通形態と呼ぶ」と

定義している。

⒇ 新山陽子『牛肉のフードシステム』，2001 年，日本

経済評論社，120ページ∼ 121ページ

� さらに，新山前掲書によると近年の日本の肉牛生

産システムは①から②への転換，④⑤から⑥への転

換が進んでいるとしている。

� 大吹勝男『流通諸費用の基礎理論』，2004年，梓出

版社，74ページにおいて，マグロの流通があげられ

ており，「小売業者がおこなう，マグロの解体，分割，

小分けの作業はマグロという魚肉そのものを他の生

産物（例えば，ツナ缶や角煮）に変えることではな

いが，それを消費しうる形態に変形・加工する作業

であり，使用価値に直接に働きかけ，新たな使用価

値を与える活動として，生産的活動である。」として

いる。牛肉流通においても流通過程のなかに，生体

から精肉までの間に生産加工が含まれており，「使

用価値を大小に分割し，消費しうるにふさわしい新

たな形態に変え，使用価値を与える生産活動」を行っ

ていることから，マグロの事例と同様に「生産的活

動」であるということがいえる。

� 新山陽子，前掲書，136ページ。

� 格付けは，枝肉規格に基づいて決定される。牛肉

の枝肉規格は，歴史的には 1961 年に作成され，1985

年の規格改正以降現在まで続いている。現在の格付

けは，歩留まり等級と肉質等級の２つに基づいて決

定されている。

� 食肉卸売市場を経由しない市場外取引では食肉卸

売市場で形成された価格を１つの基準として価格決

定や相対取引における参考としている。

� 加工段階において作業効率の向上を図るために，

筋の除去や部位の分割，背脂肪の厚みを一定にする

など，ある程度の標準化が行われた後の部分肉のこ

とである。

� 搬入枝肉頭数は，東京卸売市場が最も多く，2004

年の東京卸売市場での屠畜頭数 83,874頭に対し，

搬入枝肉頭数は，70,691頭と市場合計の 88.3％を

占めており，搬入枝肉比率が高くなっているが，こ

れは逆に他市場における搬入枝肉比率が著しく低い

ことを示しており（たとえば大阪市場では，屠畜頭

数 50,235頭に対し，搬入枝肉頭数 439頭），東京卸

売市場以外の中央市場および指定市場では，生体荷

受が主流であるということを示している。

� 筆者聞き取り調査にもとづく。

� 素畜費とは，素牛費用のことで素牛とは生後約 6

∼ 7ヶ月ほどで 230∼ 280kgの肥育用素牛のことで

ある。

� いわゆる「霜降り」，「サシ」のことで，とくに日

本においては「霜降り」を重視する傾向にある。

 肉用種の生産頭数は 2000 年が 478000頭であり，

2001 年が 471000頭となっている（農林水産省『畜

産統計（畜産基本調査結果）』。これは BSE の発生

が 2001 年９月であり，数字では必ずしも顕著な減

少ではないが，屠殺頭数は 2000 年の 1,297,166頭

から 2001 年の 1,101,623頭へと減少している（農

林水産省『食肉流通統計』）。このことから，卸，小

売段階において売れ行きに鈍化がみられると，情報

伝達に遅れがみられるものの，生産段階においても

生産頭数が減少し，市場価格にも影響を与えると考

えられる。

! 食肉通信社編，『2006数字でみる食肉産業』，2006

年，食肉通信社，58ページ。

" フルセット取引とは，牛肉１頭から取れるすべて

の部分肉を１頭１単位として取引するものである。
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なお，セット取引の最小単位は半頭である。

# 歩留とは，牛肉から精肉となる加工・処理過程を

経た後の肉重量の比率のことであり，（歩留＋経費

加算）とは，言い換えればコスト積み上げ方式であ

る。

$ 新山陽子，前掲書，147ページ。

% 杉山道雄，『畜産物生産流通構造論』，1992 年，明

文書房，272ページ。

& 杉山道雄，前掲書，277ページ。

' 相乗積（マージンミックス）とは売上構成比と粗

利益率の２つから商品を総合的に評価する数値であ

り，この２つの積である相乗積の合計は，牛肉セッ

ト平均粗利益率あるいは部門の平均粗利益率を示す

数値となる。

( 松尾幹之，『食肉流通構造の変貌と卸売市場』，

1989年，楽游書房，29ページによると 1980 年代の

長距離輸送費は 1500km圏では 1kgあたりでは部

分肉 27円，枝肉 43円，生体 62円となっており，生

体での大消費地への輸送が高コストであるというこ

とを示している。

) 社団法人全国肉用牛協会編，『国際化時代の肉用

牛変遷史』，1996年，社団法人全国肉用牛協会，143

ページ∼ 147ページ。

* 新山陽子は，前掲書 232ページにおいて部分肉価

格情報の意義を，明確な基準価格としてではなく取

引価格の事後チェックの役割が大きいとしている。

その要因として零細業者が交渉力の異なる大規模業

者と取引した際の価格を価格情報と比較することが

必要であり，さらに第３者による市場全体の価格水

準のチェックも必要であるからとしている。

国産牛肉の価格形成システムの解明（仲川） 183


	国産牛肉の価格形成システムの解明
	はじめに
	１．牛肉流通の歴史
	1-1 肉食の大衆化
	1-2 牛肉流通の歴史

	２．牛肉の流通構造
	2-1 牛肉の流通構造

	３．牛肉の価格形成プロセス（生産から消費まで）
	3-1 生体流通段階の価格形成
	3-2 枝肉・部分肉流通段階の価格形成
	3-3 精肉流通段階の価格形成

	４．牛肉流通の課題
	おわりに


